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平
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三
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月
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内
閣
総
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大
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森

喜

朗

衆

議

院

議

長

綿

貫

民

輔

殿

衆
議
院
議
員
阿
部
知
子
君
提
出
助
産
婦
資
格
の
な
い
者
の
助
産
業
務
従
事
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す

る
。

平
成
十
三
年
二
月
二
十
七
日
受
領

答

弁

第

七

二

号



衆
議
院
議
員
阿
部
知
子
君
提
出
助
産
婦
資
格
の
な
い
者
の
助
産
業
務
従
事
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

社
団
法
人
日
本
母
性
保
護
産
婦
人
科
医
会
（
以
下
「
本
社
団
」
と
い
う
。
）
が
定
め
る
日
母
産
婦
人
科
看
護
研
修
学
院
基

準
に
よ
れ
ば
、
日
母
産
婦
人
科
看
護
研
修
学
院
（
以
下
「
学
院
」
と
い
う
。
）
は
、
「
母
子
保
健
の
理
念
に
も
と
づ
き
、
日

本
母
性
保
護
産
婦
人
科
医
会
の
基
準
の
も
と
に
産
婦
人
科
看
護
要
員
が
学
習
し
、
研
修
す
る
施
設
で
あ
る
。
」
と
さ
れ
、
保

べ
ん

健
婦
、
助
産
婦
、
看
護
婦
又
は
准
看
護
婦
で
あ
る
こ
と
を
入
学
資
格
と
し
、
妊
娠
、
分
娩
、
産
じ
ょ
く
、
産
科
手
術
等
に
関

す
る
講
義
及
び
分
娩
の
見
学
等
の
実
習
が
行
わ
れ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

本
社
団
に
よ
れ
ば
、
現
在
の
学
院
の
数
は
五
十
五
で
あ
り
、
都
道
府
県
別
に
区
分
し
た
学
院
の
名
称
、
学
院
長
の
氏
名
及

び
所
在
地
は
別
表
に
掲
げ
る
と
お
り
で
あ
る
。
ま
た
、
各
学
院
と
も
、
修
業
年
限
は
一
年
で
あ
り
、
母
子
保
健
医
学
等
の
講

義
時
間
の
合
計
は
百
六
十
八
時
間
以
上
百
七
十
四
時
間
以
下
、
実
習
時
間
は
十
五
週
以
上
か
つ
三
十
時
間
以
内
で
あ
る
こ
と

と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
他
の
御
質
問
に
係
る
事
項
に
つ
い
て
は
承
知
し
て
い
な
い
。

三
に
つ
い
て

一



本
社
団
に
よ
れ
ば
、
す
べ
て
の
学
院
の
合
計
で
、
昭
和
三
十
七
年
度
か
ら
平
成
十
一
年
度
ま
で
の
間
の
研
修
修
了
者
は
二

万
四
千
五
百
五
十
九
名
で
あ
る
。
ま
た
、
平
成
二
年
度
か
ら
平
成
十
一
年
度
ま
で
の
間
に
お
け
る
入
学
者
六
千
百
四
十
四
名

の
入
学
時
に
有
す
る
資
格
別
の
内
訳
は
、
助
産
婦
六
名
、
看
護
婦
八
百
七
十
三
名
、
准
看
護
婦
四
千
三
百
六
十
二
名
及
び
助

産
婦
、
看
護
婦
等
の
免
許
の
な
い
者
九
百
三
名
で
あ
り
、
同
期
間
中
の
研
修
修
了
者
五
千
六
百
二
十
名
の
研
修
修
了
時
に
有

す
る
資
格
別
の
内
訳
は
、
看
護
婦
八
百
七
十
八
名
、
准
看
護
婦
四
千
三
十
八
名
及
び
助
産
婦
、
看
護
婦
等
の
免
許
の
な
い
者

七
百
四
名
で
あ
る
。
な
お
、
各
学
院
ご
と
の
入
学
者
数
及
び
研
修
修
了
者
数
に
つ
い
て
は
承
知
し
て
い
な
い
。

四
か
ら
六
ま
で
に
つ
い
て

御
質
問
に
係
る
事
項
に
つ
い
て
は
把
握
し
て
い
な
い
。

七
に
つ
い
て

医
師
で
も
助
産
婦
で
も
な
い
者
が
保
健
婦
助
産
婦
看
護
婦
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
三
号
）
第
三
条
に
規
定
す
る

業
を
行
う
こ
と
は
、
同
法
第
三
十
条
に
違
反
す
る
も
の
で
あ
る
。
厚
生
労
働
省
に
お
い
て
は
、
学
院
の
研
修
を
修
了
し
た
こ

と
を
も
っ
て
保
健
婦
、
看
護
婦
又
は
准
看
護
婦
が
同
法
第
三
条
に
規
定
す
る
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
の
誤
解
を
与
え
る

こ
と
が
な
い
よ
う
、
引
き
続
き
本
社
団
を
指
導
し
て
ま
い
り
た
い
。

二



三



四



五


